
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  内職者や外注に報酬を支払うとき              

Ｑ：当社では、家庭の主婦に内職を依頼し、

その出来高払いに応じて報酬を支払っていま

す。この場合には源泉徴収が必要ですか？ 

                                              

Ａ：主婦の所得が給与所得と認められる場

合は源泉徴収が必要ですが、事業所得と認め

られる場合には必要ありません。 

【解説】 

その所得が給与所得である場合には源泉徴

収が必要となりますが、事業所得に該当する

場合にはその必要がありません。 

しかし、これらの所得区分を判断するのは、

なかなか難しく、具体的な役務提供契約の内

容など総合的に検討しなければ判別できませ

んが、実務的には、次の事項などを総合勘案

して判定することとされています。 

 ①契約の内容が他人の代替を容れるかどうか

(代替できない内容の場合は給与所得とさ

れます) 

 ②仕事の遂行にあたり、個々の作業について

指揮監督を受けるかどうか(指揮監督を受

ける内容の場合は給与所得とされます) 

 ③まだ引渡しを終えていない完成品が不可抗

力のため滅失した場合において、その者が

権利として報酬の請求をなすことができる

かどうか(請求できる内容の場合は給与所

得とされます) 

 ④所得者が材料を提供するかどうか(材料を

無償提供されている場合は給与所得とされ

ます) 

 ⑤作業用具を供与されているかどうか(供与

されている場合は給与所得とされます) 
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